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１　施設の周囲は、毎日清掃し清潔に保っているか。

２　排水設備（溝、管、汚水ます、温水器等）は適宜清掃し（1月1回以上の消毒含む）良好な流通が保たれているか。

３　ねずみ、昆虫の発生、生息について定期的に点検し、適切な防除措置を講じているか。

４　施設内各室の照明は十分か。（浴室、脱衣所、便所150～300ﾙｸｽ、受付、下足場300～700ﾙｸｽ、廊下75～150ﾙｸｽが望ましい)

５　施設内各室の換気は十分か。（炭酸ガス濃度は1,500ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下）

６　給水、給湯設備は1年１回以上保守点検しているか。

７　毎日清掃し、1月に1回以上消毒し、防臭に努めているか。

８　脱衣室内で人が直接接触する床、脱衣箱、体重計等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒しているか。

９　空気調和設備（フィルター等）、換気扇、扇風機は汚れていないか。

10　足拭き、マット及びベビー用シーツは消毒等を行ったものと適宜取り替え清潔に保っているか。

11　脱衣室の給水栓には、飲用適又は飲用不適の旨をその付近の見やすい場所に表示してあるか。

12　浴室内で人が直接接触する床、浴槽、洗い桶、腰掛け等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒しているか。

13　浴室の床面、周壁及び浴槽等の耐水性材質の破損はないか。

14　浴室の給水栓、給湯栓は、毎日保守点検し使用上支障がないか。

15　浴槽水は、清浄（消毒を行い）で常に満杯状態を保っているか。

16　浴槽水の温度は、適温を保ち温度計は破損していないか。

17　浴槽水は、1日1回以上換水し、前日に使用した水を重ねて使用していないか。

18　上がり用湯及び上がり用水は清浄で十分な量を供給しているか。

19　使用済みのカミソリ、ゴミ等を浴室内に放置していないか。

20　飲用水を供給する受水槽、高置水槽は1年に1回以上清掃しているか。

21　飲用水の水質検査を給水栓（水道管に直結している給水栓を除く）において実施し、その記録を保存しているか。

22　原水、上がり用湯及び浴槽水は年1回以上水質検査を実施し、その記録を1年以上保存しているか。

23　許可書、入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を見やすい場所に掲示してあるか。

24　従業者は定期的に健康診断を受けているか。

25　伝染病にかかっている者又は疑いのある者が業務に従事していないか。

26　浴場の構造設備及び申請事項に変更があった場合、保健所への届出を、きちんと行っているか。

27　毎日清掃、洗浄し1月1回以上消毒及びねずみ、昆虫の点検をしているか。

28　1月に1回以上保守点検し、室内の温度及び湿度について定期的に測定しその記録を1年以上保存しているか。

29　見やすい場所に入浴上の注意事項が掲示してあるか。

（　　　　　　　　年度）
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